
特定非営利活動法人 奈良県防災士会

令和４年度 第６回 理事会 議事録

１．日 時 令和５年４月３０日（日） 午前１０時００分から１１時００分

２．場 所 三宅町あざさ苑

３．出席者数 理事総数１８名のうち出席者数１７名・表決委任者数 ０名

監事総数３名のうち出席者数３名

４．報告事項

報第１号 令和５年度会員数について

報第２号 奈良県総合ボランティアセンター貸出用ロッカーについて

報第３号 監査について

報第４号 本部理事会、女性防災推進委員会の報告について

５．協議事項

議第 1号 令和５年度総会役割分担、スケジュールについて

議第２号 当面の日程について

議第３号 議案書、広報等の送料について

６．議事の経過の概要及び議決の結果

（１）開会

理事長末田政一氏が開会を宣言した。

司会者である八幡領事務統括から本会が定款第 36 条に基づき成立している旨の報

告がなされた。

（２）議長選出

定款第 35 条により理事長が議長を務める。

（３）議事録署名人の選出及び書記記録人の指名

議長より議事録署名人選出に関する事項を諮ったところ、「議長一任」の声があっ

たので、議事録署名人に山﨑理事、堀田監事を選出することに決定した。

なお、本理事会記録者に八幡領理事を指名した。



（４）議事審議

議長が議事の審議開始を宣言した。

一． 報告事項

報第１号は、末田理事長から以下のとおり報告された。

現在で４１９名です。３月末時点で会費２年分未納の方１０名を削除後の人数で

す。正会員は１４１名です。

報第２号は、末田理事長から以下のとおり報告された。

毎年継続して利用させていただいている貸し出しロッカーについては、今年度も

申請して承認いただいた。ご承知ください。

報第３号は、板垣理事から以下のとおり報告された。

４月２日で監査実施しました。

報第４号は、植村副理事長、石川理事から以下のとおり報告された。

本部の新システムでの会員登録は３０％と聞いている。１８日の本部理事会で状

況が示されると思う。新年度の役員については、関西支部連推薦枠以外に本部推薦

枠として奈良支部から推薦される可能性がでてきた。

女性防災３月１２日東日本１２年目イベント終了した。３月３１日で任期満了であ

ったが、本部の総会後の新年度委員募集までは引継ぎを兼ねて委員として継続して

いる。次年度も奈良支部より委員を選出したいと考えている。

以上、報第１号から報第４号議案について全員異議なしとし承認された。

二． 協議事項

議第１号 令和５年度総会役割分担、スケジュールについて、八幡領理事から以下

のとおり提案説明がなされた。

進行役割表に沿って、各役割、時刻等を確認いただいた。なお、駐車場案内看板の

設置は八木沢理事を外します。研修会での写真撮影に石川理事を追加します。岡本事

務局員はＰＣ音響から映像撮影に移動します。終わりの挨拶は古瀬副理事長に務めて

いただきます。杉村理事は椅子の片づけから受付の撤去に移動します。

上記について、理事会で諮ったところ、質問が４件あった。

研修会受付は改めて受付するのかという質問に対し、研修会のみ参加の受付をす

るものであり、総会から引き続き参加する方は総会受付時に研修会受付は済ませ

る。と答弁した。会場は大広間なのかという質問に対し、昔の結婚披露宴会場であ

る。今は一般会議用として利用されていると答弁した。駐車場はあるのかという質

問に対し、会場周辺がほぼ駐車スペースとなっており、駐車券発行、出庫時に精算

する仕組みとなっていると答弁した。配布資料とは何種類あるのかという質問に対

し、まだ、揃えていないが研修会資料一種類と考えていると答弁した。連絡調整と



はどのような役割かという質問に対し、人員が不足しているところへ補充のための

呼び出し係的な役割であると答弁した。

質問に対しての答弁で理解されたことにより、表決を求めたところ全員一致で令和

５年度総会役割分担、スケジュールについてを承認した。

議第２号 当面の日程について、八幡領理事から会議資料より説明があり修正、追

加等が行われ可決承認がなされた。

議第３号 議案書、広報等の送料について、末田理事長から以下のとおり提案説明

がなされた。

会員数も増え、一度の発送送料が１０万円を超える可能性が出てきており、事前に

理事会で承認を得ることが難しい。よって、会員への議案書、広報等の発送送料につ

いては、理事会の承認案件から外すこととしたい。

上記について質問がなかったため、表決を求めたところ全員一致で承認した。

次回理事会の日程について協議の結果下記のとおり決定

次回理事会は、通常理事会とする。

日 時 令和５年７月８日（土） 午前９時から

会 場 三宅町あざさ苑

以上をもって、議長から理事会の議事が終了した旨が述べられ、閉会が宣言され

た。

以上、この議事録が正確であることを証します。

令和 年 月 日

議 長 ㊞

議事録署名人 ㊞

議事録署名人 ㊞


